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○
内
閣
府
告
示
第
九
十
一
号

重
要
施
設
周
辺
及
び
国
境
離
島
等
に
お
け
る
土
地
等
の
利
用
状
況
の
調
査
及
び
利
用
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年

法
律
第
八
十
四
号
）
第
五
条
第
一
項
及
び
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
注
視
区
域
及
び
特
別
注
視
区
域
を
次
の
と
お

り
指
定
し
、
令
和
六
年
五
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
六
年
四
月
十
二
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

内
閣
総
理
大
臣
臨
時
代
理　

　
　

国
務
大
臣　

林　
　

芳
正　
　

改
正　

令
和
七
年
三
月
二
十
五
日　

内
閣
府
告
示
第
三
十
四
号

改
正　

令
和
七
年
六
月
二
十
五
日　

内
閣
府
告
示
第
百
三
号

改
正　

令
和
八
年
四
月
一
日　

内
閣
府
告
示
第
三
十
二
号

一　

注
視
区
域

次
の
表
に
掲
げ
る
区
域
の
う
ち
内
閣
府
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
図
面
に
示
す
部
分

番
号

名
称

区
域

一

泊
発
電
所

北
海
道
岩
内
郡
共
和
町
、
北
海
道
古
宇
郡
泊
村
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二

青
森
駐
屯
地

青
森
県
青
森
市

三

弘
前
駐
屯
地

青
森
県
弘
前
市

四

八
戸
駐
屯
地
、
八
戸
貯
油
施
設

青
森
県
八
戸
市

五

八
戸
駐
屯
地
、
八
戸
航
空
基
地
、
八
戸
貯
油
施

青
森
県
八
戸
市 

設

六

八
戸
貯
油
施
設

青
森
県
八
戸
市

七

車
力
高
射
教
育
訓
練
場
、
車
力
通
信
所

青
森
県
五
所
川
原
市
、
青
森
県
つ
が
る
市

八

三
沢
基
地
、
三
沢
飛
行
場

青
森
県
三
沢
市
、
青
森
県
上
北
郡
六
戸
町
、
青
森
県
上
北

郡
東
北
町
、
青
森
県
上
北
郡
お
い
ら
せ
町

九

防
衛
統
合
デ
ィ
ジ
タ
ル
大
石
八
森
無
線
中
継
所

青
森
県
む
つ
市
、
青
森
県
下
北
郡
風
間
浦
村

十

樺
山
送
信
所

青
森
県
む
つ
市
、
青
森
県
下
北
郡
東
通
村

十
一

障
子
山
航
空
保
安
無
線
所
、
大
湊
地
区
総
監

青
森
県
む
つ
市 

部
、
大
湊
弾
薬
整
備
補
給
所
、
芦
崎
貯
油
所
、
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大
湊
衛
生
隊
診
療
所
、
大
湊
航
空
基
地
、
大
湊

 

分
屯
基
地

十
二

障
子
山
航
空
保
安
無
線
所

青
森
県
む
つ
市

十
三

大
湊
弾
薬
整
備
補
給
所
、
大
湊
航
空
基
地

青
森
県
む
つ
市

十
四

近
川
受
信
所

青
森
県
む
つ
市

十
五

リ
サ
イ
ク
ル
燃
料
備
蓄
セ
ン
タ
ー

青
森
県
む
つ
市
、
青
森
県
下
北
郡
東
通
村

十
六

竜
飛
警
備
所

青
森
県
東
津
軽
郡
外
ヶ
浜
町
、
青
森
県
北
津
軽
郡
中
泊
町

十
七

防
衛
統
合
デ
ィ
ジ
タ
ル
野
辺
地
無
線
中
継
所

青
森
県
上
北
郡
野
辺
地
町
、
青
森
県
上
北
郡
東
北
町
、
青

森
県
上
北
郡
六
ヶ
所
村

十
八

防
衛
統
合
デ
ィ
ジ
タ
ル
天
間
林
無
線
中
継
所

青
森
県
上
北
郡
七
戸
町

十
九

東
北
町
分
屯
基
地

青
森
県
上
北
郡
東
北
町

二
十

日
本
原
燃
株
式
会
社　

濃
縮
・
埋
設
事
業
所
、

青
森
県
上
北
郡
六
ヶ
所
村 

日
本
原
燃
株
式
会
社　

再
処
理
事
業
所
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二
十
一

八
戸
貯
油
施
設

青
森
県
上
北
郡
お
い
ら
せ
町

二
十
二

下
北
海
洋
観
測
所
、
下
北
試
験
場

青
森
県
下
北
郡
東
通
村

二
十
三

下
北
試
験
場

青
森
県
下
北
郡
東
通
村

二
十
四

東
北
電
力
株
式
会
社　

東
通
原
子
力
発
電
所

青
森
県
下
北
郡
東
通
村

二
十
五

防
衛
統
合
デ
ィ
ジ
タ
ル
倉
石
無
線
中
継
所

青
森
県
三
戸
郡
五
戸
町

二
十
六

岩
手
駐
屯
地

岩
手
県
盛
岡
市
、
岩
手
県
滝
沢
市

二
十
七

山
田
分
屯
基
地

岩
手
県
宮
古
市
、
岩
手
県
下
閉
伊
郡
山
田
町

二
十
八

防
衛
マ
イ
ク
ロ
拝
峠
通
信
中
継
所

岩
手
県
花
巻
市

二
十
九

防
衛
マ
イ
ク
ロ
束
稲
山
通
信
中
継
所

岩
手
県
一
関
市
、
岩
手
県
奥
州
市
、
岩
手
県
西
磐
井
郡
平

泉
町

三
十

防
衛
マ
イ
ク
ロ
折
爪
通
信
中
継
所

岩
手
県
二
戸
市
、
岩
手
県
九
戸
郡
軽
米
町
、
岩
手
県
九
戸

郡
九
戸
村

三
十
一

女
川
原
子
力
発
電
所

宮
城
県
石
巻
市
、
宮
城
県
牡
鹿
郡
女
川
町
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三
十
二

船
岡
駐
屯
地

宮
城
県
角
田
市
、
宮
城
県
柴
田
郡
柴
田
町

三
十
三

防
衛
統
合
デ
ィ
ジ
タ
ル
豊
里
無
線
中
継
所

宮
城
県
登
米
市

三
十
四

松
島
基
地

宮
城
県
東
松
島
市

三
十
五

デ
ィ
ジ
タ
ル
次
郎
太
郎
山
無
線
中
継
所

宮
城
県
伊
具
郡
丸
森
町

三
十
六

防
衛
マ
イ
ク
ロ
手
倉
山
通
信
中
継
所

宮
城
県
伊
具
郡
丸
森
町
、
福
島
県
相
馬
市

三
十
七

反
町
分
屯
地

宮
城
県
宮
城
郡
松
島
町
、
宮
城
県
黒
川
郡
大
郷
町

三
十
八

大
和
駐
屯
地

宮
城
県
黒
川
郡
大
和
町
、
宮
城
県
黒
川
郡
大
衡
村

三
十
九

秋
田
駐
屯
地

秋
田
県
秋
田
市

四
十

秋
田
分
屯
基
地
、
秋
田
空
港

秋
田
県
秋
田
市

四
十
一

加
茂
分
屯
基
地

秋
田
県
男
鹿
市

四
十
二

福
島
駐
屯
地

福
島
県
福
島
市

四
十
三

郡
山
駐
屯
地

福
島
県
郡
山
市

四
十
四

防
衛
マ
イ
ク
ロ
烏
峠
通
信
中
継
所

福
島
県
白
河
市
、
福
島
県
西
白
河
郡
泉
崎
村
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四
十
五

大
滝
根
山
分
屯
基
地

福
島
県
田
村
市
、
福
島
県
双
葉
郡
川
内
村

四
十
六

福
島
第
二
原
子
力
発
電
所

福
島
県
双
葉
郡
楢
葉
町
、
福
島
県
双
葉
郡
富
岡
町

四
十
七

東
海
第
二
発
電
所

茨
城
県
日
立
市
、
茨
城
県
那
珂
郡
東
海
村

四
十
八

古
河
駐
屯
地

茨
城
県
古
河
市

四
十
九

八
郷
無
人
中
継
所

茨
城
県
石
岡
市
、
茨
城
県
桜
川
市

五
十

施
設
学
校

茨
城
県
ひ
た
ち
な
か
市

五
十
一

原
子
燃
料
工
業
株
式
会
社　

東
海
事
業
所

茨
城
県
ひ
た
ち
な
か
市
、
茨
城
県
那
珂
郡
東
海
村

五
十
二

三
菱
原
子
燃
料
株
式
会
社

茨
城
県
那
珂
市
、
茨
城
県
那
珂
郡
東
海
村

五
十
三

北
宇
都
宮
駐
屯
地

栃
木
県
宇
都
宮
市

五
十
四

宇
都
宮
駐
屯
地

栃
木
県
宇
都
宮
市
、
栃
木
県
下
野
市
、
栃
木
県
河
内
郡
上

三
川
町

五
十
五

八
方
無
線
中
継
所

栃
木
県
矢
板
市
、
栃
木
県
那
須
塩
原
市

五
十
六

大
宮
駐
屯
地

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
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五
十
七

熊
谷
基
地

埼
玉
県
熊
谷
市
、
埼
玉
県
深
谷
市

五
十
八

所
沢
通
信
施
設

埼
玉
県
所
沢
市

五
十
九

朝
霞
駐
屯
地
、
朝
霞
高
射
教
育
訓
練
場
、
キ
ャ

埼
玉
県
朝
霞
市
、
埼
玉
県
和
光
市
、
埼
玉
県
新
座
市
、
東

ン
プ
朝
霞

京
都
板
橋
区
、
東
京
都
練
馬
区

六
十

大
和
田
通
信
所

埼
玉
県
新
座
市
、
東
京
都
清
瀬
市
、
東
京
都
東
久
留
米
市

六
十
一

川
角
送
信
所

埼
玉
県
坂
戸
市
、
埼
玉
県
入
間
郡
毛
呂
山
町

六
十
二

衛
生
学
校
、
防
衛
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
科
学
技
術

東
京
都
港
区
、
東
京
都
品
川
区
、
東
京
都
目
黒
区
、
東
京

研
究
所
、
艦
艇
装
備
研
究
所
、
ニ
ュ
ー
サ
ン
ノ

都
世
田
谷
区
、
東
京
都
渋
谷
区

ー
米
軍
セ
ン
タ
ー

六
十
三

用
賀
支
処

東
京
都
世
田
谷
区

六
十
四

東
立
川
駐
屯
地
、
立
川
駐
屯
地

東
京
都
立
川
市
、
東
京
都
昭
島
市
、
東
京
都
国
分
寺
市
、

東
京
都
国
立
市

六
十
五

横
田
基
地
、
横
田
飛
行
場

東
京
都
立
川
市
、
東
京
都
昭
島
市
、
東
京
都
福
生
市
、
東
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京
都
武
蔵
村
山
市
、
東
京
都
羽
村
市
、
東
京
都
西
多
摩
郡

瑞
穂
町

六
十
六

柚
木
中
継
所

東
京
都
青
梅
市
、
東
京
都
西
多
摩
郡
日
の
出
町

六
十
七

陸
上
装
備
研
究
所
、
相
模
総
合
補
給
廠

東
京
都
町
田
市
、
神
奈
川
県
相
模
原
市

六
十
八

小
平
学
校

東
京
都
小
平
市
、
東
京
都
国
分
寺
市

六
十
九

横
浜
駐
屯
地

神
奈
川
県
横
浜
市

七
十

艦
艇
装
備
研
究
所
川
崎
支
所

神
奈
川
県
横
浜
市
、
神
奈
川
県
川
崎
市

七
十
一

横
浜
ノ
ー
ス
・
ド
ッ
ク

神
奈
川
県
横
浜
市

七
十
二

鶴
見
貯
油
施
設

神
奈
川
県
横
浜
市
、
神
奈
川
県
川
崎
市

七
十
三

座
間
駐
屯
地
、
キ
ャ
ン
プ
座
間

神
奈
川
県
相
模
原
市
、
神
奈
川
県
座
間
市

七
十
四

シ
ス
テ
ム
通
信
・
サ
イ
バ
ー
学
校
、
艦
艇
装
備

神
奈
川
県
横
須
賀
市 

研
究
所
久
里
浜
地
区
、
株
式
会
社
グ
ロ
ー
バ

 

ル
・
ニ
ュ
ー
ク
リ
ア
・
フ
ュ
エ
ル
・
ジ
ャ
パ
ン



- 9 -

七
十
五

武
山
駐
屯
地
、
武
山
高
射
教
育
訓
練
場
、
横
須

神
奈
川
県
横
須
賀
市
、
神
奈
川
県
三
浦
市 

賀
海
軍
施
設

七
十
六

観
音
崎
警
備
所

神
奈
川
県
横
須
賀
市

七
十
七

逸
見
庁
舎
、
長
浦
庁
舎
、
横
須
賀
警
備
隊
庁

神
奈
川
県
横
須
賀
市
、
神
奈
川
県
逗
子
市 

舎
、
比
与
宇
弾
庫
、
比
与
宇
施
設
、
船
越
庁

 

舎
、
補
給
倉
庫
、
艦
船
補
給
処
、
自
衛
隊
横
須

 

賀
病
院
、
第
２
術
科
学
校
、
支
援
船
係
留
施

 

設
、
田
浦
地
区
港
湾
施
設
、
吾
妻
倉
庫
地
区
、

 

横
須
賀
海
軍
施
設
、
浦
郷
倉
庫
地
区

七
十
八

秦
野
大
山
通
信
所

神
奈
川
県
秦
野
市
、
神
奈
川
県
伊
勢
原
市

七
十
九

厚
木
航
空
基
地
、
厚
木
海
軍
飛
行
場

神
奈
川
県
大
和
市
、
神
奈
川
県
海
老
名
市
、
神
奈
川
県
綾

瀬
市

八
十

柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所

新
潟
県
柏
崎
市
、
新
潟
県
刈
羽
郡
刈
羽
村
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八
十
一

富
山
駐
屯
地

富
山
県
砺
波
市

八
十
二

志
賀
原
子
力
発
電
所

石
川
県
羽
咋
郡
志
賀
町

八
十
三

鯖
江
駐
屯
地

福
井
県
福
井
市
、
福
井
県
鯖
江
市

八
十
四

敦
賀
発
電
所

福
井
県
敦
賀
市

八
十
五

美
浜
発
電
所

福
井
県
三
方
郡
美
浜
町

八
十
六

高
浜
発
電
所

福
井
県
大
飯
郡
高
浜
町

八
十
七

大
飯
発
電
所

福
井
県
大
飯
郡
お
お
い
町

八
十
八

北
富
士
駐
屯
地

山
梨
県
南
都
留
郡
忍
野
村
、
山
梨
県
南
都
留
郡
山
中
湖
村

八
十
九

松
本
駐
屯
地

長
野
県
松
本
市

九
十

浜
石
岳
無
人
中
継
所

静
岡
県
静
岡
市

九
十
一

艦
艇
装
備
研
究
所
大
瀬
実
験
所

静
岡
県
沼
津
市

九
十
二

岳
山
無
人
中
継
所

静
岡
県
島
田
市
、
静
岡
県
掛
川
市

九
十
三

越
前
岳
通
信
中
継
所

静
岡
県
富
士
市
、
静
岡
県
裾
野
市
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九
十
四

静
浜
基
地
、
静
浜
送
信
所

静
岡
県
焼
津
市
、
静
岡
県
藤
枝
市

九
十
五

滝
ヶ
原
駐
屯
地
、
富
士
営
舎
地
区

静
岡
県
御
殿
場
市
、
静
岡
県
駿
東
郡
小
山
町

九
十
六

板
妻
駐
屯
地

静
岡
県
御
殿
場
市

九
十
七

駒
門
駐
屯
地

静
岡
県
御
殿
場
市

九
十
八

御
前
崎
分
屯
基
地

静
岡
県
御
前
崎
市

九
十
九

浜
岡
原
子
力
発
電
所

静
岡
県
御
前
崎
市

百

富
士
学
校

静
岡
県
駿
東
郡
小
山
町

百
一

桂
駐
屯
地

京
都
府
京
都
市
、
京
都
府
向
日
市

百
二

宇
治
駐
屯
地

京
都
府
京
都
市
、
京
都
府
宇
治
市

百
三

福
知
山
駐
屯
地

京
都
府
福
知
山
市

百
四

空
山
タ
カ
ン
地
区
、
空
山
気
象
レ
ー
ダ
ー
地
区

京
都
府
舞
鶴
市

百
五

舞
鶴
衛
生
隊
、
大
波
燃
料
貯
蔵
所
、
舞
鶴
警
備

京
都
府
舞
鶴
市 

隊
、
舞
鶴
造
修
補
給
所
浜
地
区
、
舞
鶴
造
修
補
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給
所
、
舞
鶴
航
空
基
地
、
舞
鶴
弾
薬
整
備
補
給

 

所
、
舞
鶴
海
上
訓
練
指
導
隊
、
舞
鶴
弾
薬
整
備

 

補
給
所
機
雷
倉
庫
地
区
、
岩
子
火
薬
庫
、
白
浜

 

火
薬
庫
、
乙
島
火
薬
庫

百
六

舞
鶴
衛
生
隊
、
舞
鶴
警
備
隊
、
舞
鶴
造
修
補
給

京
都
府
舞
鶴
市 

所
浜
地
区
、
舞
鶴
造
修
補
給
所
、
舞
鶴
航
空
基

 

地
、
北
吸
係
留
所
、
第
１
区
、
舞
鶴
弾
薬
整
備

 

補
給
所
、
舞
鶴
海
上
訓
練
指
導
隊
、
舞
鶴
弾
薬

 

整
備
補
給
所
機
雷
倉
庫
地
区
、
岩
子
火
薬
庫
、

 

白
浜
火
薬
庫

百
七

舞
鶴
警
備
隊
瀬
崎
地
区

京
都
府
舞
鶴
市

百
八

槇
山
中
継
所

京
都
府
舞
鶴
市

百
九

大
久
保
駐
屯
地

京
都
府
宇
治
市
、
京
都
府
城
陽
市
、
京
都
府
久
世
郡
久
御
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山
町

百
十

祝
園
分
屯
地

京
都
府
京
田
辺
市
、
京
都
府
相
楽
郡
精
華
町
、
奈
良
県
生

駒
市

百
十
一

経
ヶ
岬
分
屯
基
地
、
経
ヶ
岬
通
信
所

京
都
府
京
丹
後
市
、
京
都
府
与
謝
郡
伊
根
町

百
十
二

奈
良
送
信
所

奈
良
県
奈
良
市

百
十
三

和
歌
山
駐
屯
地

和
歌
山
県
日
高
郡
美
浜
町
、
和
歌
山
県
日
高
郡
日
高
町

百
十
四

由
良
基
地
分
遣
隊

和
歌
山
県
日
高
郡
由
良
町

百
十
五

串
本
分
屯
基
地

和
歌
山
県
東
牟
婁
郡
串
本
町

百
十
六

島
根
原
子
力
発
電
所

島
根
県
松
江
市

百
十
七

三
軒
屋
駐
屯
地

岡
山
県
岡
山
市

百
十
八

金
甲
山
無
線
中
継
所

岡
山
県
岡
山
市
、
岡
山
県
玉
野
市

百
十
九

鉢
山
無
線
中
継
所

岡
山
県
笠
岡
市
、
岡
山
県
浅
口
市
、
岡
山
県
浅
口
郡
里
庄

町
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百
二
十

福
石
無
線
中
継
所

岡
山
県
備
前
市

百
二
十
一

木
倉
無
線
中
継
所

岡
山
県
和
気
郡
和
気
町

百
二
十
二

日
本
原
駐
屯
地

岡
山
県
勝
田
郡
勝
央
町
、
岡
山
県
勝
田
郡
奈
義
町

百
二
十
三

岩
国
航
空
基
地
、
岩
国
飛
行
場

広
島
県
大
竹
市
、
山
口
県
岩
国
市

百
二
十
四

華
山
送
信
所

山
口
県
下
関
市

百
二
十
五

下
関
基
地
隊

山
口
県
下
関
市

百
二
十
六

小
月
航
空
基
地

山
口
県
下
関
市
、
山
口
県
山
陽
小
野
田
市

百
二
十
七

六
連
島
Ｓ
Ｉ
Ｆ
局
舎

山
口
県
下
関
市

百
二
十
八

山
口
駐
屯
地

山
口
県
山
口
市

百
二
十
九

見
島
分
屯
基
地

山
口
県
萩
市

百
三
十

大
平
山
無
線
中
継
所

山
口
県
防
府
市
、
山
口
県
周
南
市

百
三
十
一

防
府
北
基
地
、
防
府
送
信
所

山
口
県
防
府
市

百
三
十
一

防
府
送
信
所

山
口
県
防
府
市
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の
二

百
三
十
二

美
川
送
信
所

山
口
県
岩
国
市

百
三
十
三

銭
壷
山
無
線
中
継
所

山
口
県
岩
国
市
、
山
口
県
柳
井
市

百
三
十
四

艦
艇
装
備
研
究
所
岩
国
海
洋
環
境
試
験
評
価
サ

山
口
県
岩
国
市

テ
ラ
イ
ト

百
三
十
五

祖
生
通
信
所

山
口
県
岩
国
市

百
三
十
六

上
郷
無
線
中
継
所

山
口
県
光
市
、
山
口
県
熊
毛
郡
田
布
施
町

百
三
十
七

琴
海
無
線
中
継
所

長
崎
県
長
崎
市
、
長
崎
県
西
海
市

百
三
十
八

長
浦
岳
レ
ー
ダ
ー
観
測
所

長
崎
県
長
崎
市
、
長
崎
県
西
海
市

百
三
十
九

野
母
崎
無
線
中
継
所

長
崎
県
長
崎
市

百
四
十

相
浦
駐
屯
地

長
崎
県
佐
世
保
市

百
四
十
一

崎
辺
分
屯
地
、
佐
世
保
補
給
所
西
倉
庫
、
佐
世

長
崎
県
佐
世
保
市 

保
基
地
業
務
隊
、
金
山
弾
薬
庫
、
太
田
貯
油
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所
、
佐
世
保
警
備
隊
、
佐
世
保
造
修
補
給
所
火

 

工
整
備
所
、
針
尾
弾
薬
庫
、
佐
世
保
ド
ラ
イ
・

 

ド
ッ
ク
地
区
、
赤
崎
貯
油
所
、
佐
世
保
弾
薬
補

 

給
所
、
庵
崎
貯
油
所
、
針
尾
島
弾
薬
集
積
所
、

 
立
神
港
区

百
四
十
二

烏
帽
子
岳
無
線
中
継
所

長
崎
県
佐
世
保
市

百
四
十
三

平
瀬
隊
舎
、
佐
世
保
衛
生
隊
、
平
瀬
庁
舎

長
崎
県
佐
世
保
市

百
四
十
四

平
瀬
隊
舎
、
佐
世
保
衛
生
隊
、
平
瀬
庁
舎
、
佐

長
崎
県
佐
世
保
市 

世
保
地
方
総
監
部
、
佐
世
保
補
給
所
西
倉
庫
、 

 

平
瀬
待
機
所
、
佐
世
保
基
地
業
務
隊
、
佐
世
保

 

海
軍
施
設
、
佐
世
保
ド
ラ
イ
・
ド
ッ
ク
地
区
、

 

赤
崎
貯
油
所
、
佐
世
保
弾
薬
補
給
所
、
立
神
港

 

区
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百
四
十
五

針
尾
送
信
所

長
崎
県
佐
世
保
市
、
長
崎
県
西
海
市

百
四
十
六

横
瀬
貯
油
所

長
崎
県
西
海
市

百
四
十
七

大
分
弾
薬
支
処

大
分
県
大
分
市

百
四
十
八

別
府
駐
屯
地

大
分
県
別
府
市

百
四
十
九

佐
伯
基
地
分
遣
隊

大
分
県
佐
伯
市

百
五
十

国
東
通
信
中
継
所

大
分
県
豊
後
高
田
市
、
大
分
県
国
東
市

百
五
十
一

山
浦
無
人
中
継
所

大
分
県
杵
築
市
、
大
分
県
国
東
市

百
五
十
二

湯
布
院
駐
屯
地

大
分
県
由
布
市

百
五
十
三

玖
珠
駐
屯
地

大
分
県
玖
珠
郡
玖
珠
町

百
五
十
四

那
覇
駐
屯
地
、
那
覇
高
射
教
育
訓
練
場
、
那
覇

沖
縄
県
那
覇
市
、
沖
縄
県
豊
見
城
市 

基
地
、
那
覇
港
湾
施
設
、
那
覇
空
港
、
那
覇
海

 

上
保
安
部

百
五
十
五

牧
港
補
給
地
区
、
第
十
一
管
区
海
上
保
安
本

沖
縄
県
那
覇
市
、
沖
縄
県
浦
添
市 
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部
、
那
覇
海
上
保
安
部

百
五
十
六

那
覇
港
湾
施
設
、
那
覇
空
港
、
那
覇
海
上
保
安

沖
縄
県
那
覇
市
、
沖
縄
県
豊
見
城
市 

部

百
五
十
七

白
川
高
射
教
育
訓
練
場
、
嘉
手
納
弾
薬
庫
地

沖
縄
県
宜
野
湾
市
、
沖
縄
県
沖
縄
市
、
沖
縄
県
う
る
ま

区
、
キ
ャ
ン
プ
・
シ
ー
ル
ズ
、
ト
リ
イ
通
信
施

市
、
沖
縄
県
国
頭
郡
恩
納
村
、
沖
縄
県
中
頭
郡
読
谷
村
、

設
、
嘉
手
納
飛
行
場
、
キ
ャ
ン
プ
瑞
慶
覧
、
普

沖
縄
県
中
頭
郡
嘉
手
納
町
、
沖
縄
県
中
頭
郡
北
谷
町
、
沖

天
間
飛
行
場
、
陸
軍
貯
油
施
設

縄
県
中
頭
郡
北
中
城
村
、
沖
縄
県
中
頭
郡
中
城
村

百
五
十
八

普
天
間
飛
行
場
、
陸
軍
貯
油
施
設

沖
縄
県
宜
野
湾
市
、
沖
縄
県
浦
添
市
、
沖
縄
県
中
頭
郡
中

城
村

百
五
十
九

八
重
岳
通
信
所

沖
縄
県
名
護
市
、
沖
縄
県
国
頭
郡
本
部
町

百
六
十

キ
ャ
ン
プ
・
シ
ュ
ワ
ブ
、
辺
野
古
弾
薬
庫

沖
縄
県
名
護
市

百
六
十
一

名
護
海
上
保
安
署

沖
縄
県
名
護
市

百
六
十
二

八
重
瀬
分
屯
地
、
南
与
座
高
射
教
育
訓
練
場
、 

沖
縄
県
糸
満
市
、
沖
縄
県
島
尻
郡
八
重
瀬
町 
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与
座
岳
分
屯
基
地

百
六
十
三

南
与
座
高
射
教
育
訓
練
場

沖
縄
県
糸
満
市
、
沖
縄
県
島
尻
郡
八
重
瀬
町

百
六
十
四

沖
縄
島
（
六
）

沖
縄
県
糸
満
市

百
六
十
五

沖
縄
島
（
七
）

沖
縄
県
糸
満
市

百
六
十
六

沖
縄
島
（
八
）

沖
縄
県
糸
満
市

百
六
十
七

天
願
桟
橋
、
陸
軍
貯
油
施
設

沖
縄
県
沖
縄
市
、
沖
縄
県
う
る
ま
市

百
六
十
八

キ
ャ
ン
プ
・
シ
ー
ル
ズ

沖
縄
県
沖
縄
市

百
六
十
九

泡
瀬
通
信
施
設
、
中
城
海
上
保
安
部

沖
縄
県
沖
縄
市
、
沖
縄
県
う
る
ま
市

百
七
十

白
川
高
射
教
育
訓
練
場

沖
縄
県
う
る
ま
市
、
沖
縄
県
国
頭
郡
恩
納
村

百
七
十
一

勝
連
高
射
教
育
訓
練
場
、
沖
縄
基
地
隊
、
沖
縄

沖
縄
県
う
る
ま
市 

海
洋
観
測
所
、
ホ
ワ
イ
ト
・
ビ
ー
チ
地
区

百
七
十
二

具
志
川
送
信
所
、
天
願
桟
橋
、
キ
ャ
ン
プ
・
コ

沖
縄
県
う
る
ま
市 

ー
ト
ニ
ー
、
陸
軍
貯
油
施
設
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百
七
十
三

恩
納
高
射
教
育
訓
練
場

沖
縄
県
う
る
ま
市
、
沖
縄
県
国
頭
郡
恩
納
村
、
沖
縄
県
国

頭
郡
金
武
町

百
七
十
四

国
頭
受
信
所

沖
縄
県
国
頭
郡
国
頭
村

百
七
十
五

沖
縄
島
（
一
）

沖
縄
県
国
頭
郡
国
頭
村

百
七
十
六

沖
縄
島
（
二
）

沖
縄
県
国
頭
郡
国
頭
村

百
七
十
七

沖
縄
島
（
三
）

沖
縄
県
国
頭
郡
国
頭
村

百
七
十
八

沖
縄
島
（
四
）

沖
縄
県
国
頭
郡
国
頭
村
、
沖
縄
県
国
頭
郡
東
村

百
七
十
九

沖
縄
島
（
五
）

沖
縄
県
国
頭
郡
東
村

百
八
十

キ
ャ
ン
プ
・
ハ
ン
セ
ン

沖
縄
県
国
頭
郡
恩
納
村
、
沖
縄
県
国
頭
郡
宜
野
座
村
、
沖

縄
県
国
頭
郡
金
武
町

百
八
十
一

キ
ャ
ン
プ
・
ハ
ン
セ
ン

沖
縄
県
国
頭
郡
金
武
町

百
八
十
二

伊
江
島

沖
縄
県
国
頭
郡
伊
江
村

百
八
十
三

ト
リ
イ
通
信
施
設

沖
縄
県
中
頭
郡
読
谷
村
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百
八
十
四

八
重
瀬
分
屯
地

沖
縄
県
島
尻
郡
八
重
瀬
町

二　

特
別
注
視
区
域 

　

前
号
の
表
の
番
号
二
、
五
、
七
、
八
、
十
、
十
一
、
十
四
、
十
六
、
二
十
二
、
二
十
七
、
四
十
一
、
四
十
五
、
六
十
五
、

七
十
三
、
七
十
五
、
九
十
八
、
百
六
、
百
十
一
、
百
十
五
、
百
二
十
三
、
百
二
十
九
、
百
三
十
一
、
百
三
十
二
、
百
三
十

三
、
百
四
十
四
、
百
四
十
五
、
百
五
十
四
、
百
五
十
七
、
百
六
十
二
、
百
七
十
一
か
ら
百
七
十
四
ま
で
及
び
百
八
十
の
項
に

掲
げ
る
区
域
の
う
ち
内
閣
府
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
図
面
に
示
す
部
分 

備
考　

右
に
掲
げ
る
区
域
の
行
政
区
画
に
変
更
が
あ
っ
て
も
、
注
視
区
域
及
び
特
別
注
視
区
域
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。


